· [bookmark: _Hlk166229404]給食業務の管理について　〈障害児入所施設、児童発達支援センター〉　　　　　　　
	[bookmark: _Hlk166229478]項目
	点検のポイント
	点検
	根拠法令等(●)
確認資料等(★)

	１
調理に係る衛生管理
	（１）衛生管理マニュアルの整備、周知
　調理室の衛生管理に係るマニュアルを整備していますか。
また、給食関係者への周知及び衛生教育は徹底されていますか。
衛生管理マニュアル（衛生管理計画）【　有　・　無　】　　　　　　　
衛生教育の実施　　　【　有　・　無　】
自主衛生点検の実施　【　有　・　無　】


○　大量調理施設衛生管理マニュアル又は厚生労働省ホームペ
ージ掲載の手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理に
努めてください。
○　各施設のマニュアルに従った衛生管理ができているか、毎日点検し、記録してください。



	いる
いない
	●（障障発0831第1号）中小規模で調理を行う児童福祉施設等における衛生管理について

★衛生管理マニュアル（衛生管理計画）
★自主衛生点検表

	
	（２）調理従事者の衛生管理
· 給食関係者の検便（赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌）は、雇入時及び月に1回以上実施し、その結果を確認していますか。
· 給食関係者の雇入れの際又は当該業務への配置替えの際も、検便を行い、結果を確認した上で、調理業務に従事させてください。
· 10月から３月までの間には、月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検査に努めてください。






	いる
いない
	★検便結果

	
	· 調理従事者は、毎日調理作業前に健康状態を、個人ごと、項目（下痢・嘔吐・発熱、化膿創等）ごとに点検し、記録していますか。
· 下痢などの消化器系の症状がある場合、手指等に化膿創がある場合は、調理作業に従事しないようにしてください。


	いる
いない
	★個人衛生点検表

	
	· 調理従事者等は、外衣や帽子など毎日清潔な作業着を着用していますか。
· 髪の毛が出ていませんか。ピアスや指輪等、手洗いの妨げ及び異物混入の原因となるものを身につけないでください。
· 調理室内は専用の履物に履き替え、外部の汚染を持ち込まないようにしてください。






	いる
いない
	

	
	（３）施設・設備等の衛生管理
· 調理室は、毎日清掃を行い、清潔の保持に努めていますか。
	いる
いない
	

	
	· 食品庫、冷蔵庫・冷凍庫内は、常に整理整頓され、調理に不必要な物品が置かれていませんか。
· 配送用ダンボールは、調理室に持込まないようにしてください。
· 冷蔵庫内での野菜・肉・魚・卵の保管場所は、適切に区別し、交差汚染を防止してください。
· 開封済みの食品は、密閉して保管し、期限内に速やかに使用してください。







	いる
いない
	


· 給食業務の管理について　〈障害児入所施設、児童発達支援センター〉
	項目
	点検のポイント
	点検
	根拠法令等(●)
確認資料等(★)

	１
調理に係る衛生管理
　（続き）
	· 調理室内に専用の手洗設備がありますか。また、液体石鹸、ペーパータオル、手指消毒剤等を設置し、適切な手洗い、消毒を徹底していますか。
· 確実な手指の洗浄・消毒が徹底できていますか。
· 手洗設備は、可能な限り、直接手で操作しない構造（センサー式、レバー式、足踏み式）のものを検討してください。

	いる
いない
	

	
	（４）器具・食器等の衛生管理
· 包丁、まな板は用途及び食品別に用意し、混同しないよう区別していますか。○　包丁、まな板は、下処理（肉・魚・野菜）用と加熱調理済食品用、非加熱食品用にそれぞれ専用のものを用意し、使用してください。難しい場合は、使用の都度洗浄・消毒を徹底してください。

	いる
いない
	

	
	· 食器類の衛生管理に努めていますか。【熱風消毒保管庫】
　　□無（□熱湯消毒　□薬剤消毒）
　　□有（温度：　　　℃、時間：　　　分）






○　食器は、適切に洗浄・消毒（※）し、食器消毒保管庫又は扉付きの戸棚等で、衛生的に保管してください。
（※80℃、5分以上の加熱又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌をし、十分乾燥させること。）







	いる
いない
	

	
	（５）給食材料の衛生管理
　給食材料の納品時には必ず調理従事者等が立ち合い、検収（品質・衛生状態等の確認）を行っていますか。また、適切な温度で保管されていますか。
· 食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食料品は１回で使い切る量を原則として調理当日に仕入れるようにしてください。
· 原材料の納品時は、品質・鮮度・品温・異物混入・包装破れ・期限表示等について確認し、記録してください。
・　原材料の保存温度が適切に保たれていることを毎日確認するとともに、温度を記録してください（冷蔵庫5℃以下、冷凍庫ー18℃以下、保存食用冷凍庫ー20℃以下）








	いる
いない
	★衛生点検記録等（検収記録簿、冷蔵庫・冷凍庫の温度記録）等












· 給食業務の管理について　〈障害児入所施設、児童発達支援センター〉
	項目
	点検のポイント
	点検
	根拠法令等(●)
確認資料等(★)

	１
調理に係る衛生管理
　（続き）
	（６）調理時の衛生管理
　食中毒事故予防のため、中心部までよく加熱して提供していますか。
· 加熱調理食品の中心温度を測定し、75℃1分以上（ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85～90℃で90秒以上）であることを確認し、記録してください。
· こどもの喫食時間にあわせて調理し、調理が終了した食品は、速やかに提供してください（２時間以内が望ましい）。
○　野菜及び果物を加熱せずに提供する場合には、適切な洗浄（必要に応じて殺菌）を実施してください。











	いる
いない
	★衛生点検記録等（中心温度記録）

	２
食の安全管理
	（１）毎回、こどもの摂食前までに検食を実施し、その所見が検食簿に記載されていますか。· 検食は、異常があった場合には、給食を中止する必要があることから、その判断及び指示ができる職員が行ってください。

	いる
いない
	●(平20雇児総発0307001号)社会福祉施設等における食品の安全確保等について

★検食簿

	３
食事の計画・評価
	（1） 定期的に施設長を含む関係職員が出席する給食委員会を開催し、その内容を記録していますか。開催回数：□年　□月（　　　）回




· 献立作成、調理、盛付・配膳、喫食等各場面を通して関係する職員が多岐にわたることから、定期的に施設長を含む関係職員による情報共有を図り、食事の計画・評価を行ってください。







	いる
いない
	●(障発0331第８号)児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について

★会議録等

	４
食物アレルギー児の対応
	（1） こどもの食物アレルギー等に配慮した食事の提供を行っていますか。また、誤配及び誤食等の発生予防に努めていますか。　　入所時のアレルギー有無確認【　有　・　無　】
　　生活管理指導表等の確認　　【　有　・　無　】
　　マニュアルの整備、周知　　【　有　・　無　】






· 施設内の職員は、生活管理指導表等を活用して、食物アレルギーの状況を把握するよう留意するとともに、こどもの異変時の対応等に備え、平素より危機管理体制を構築してください。

（※対応方法については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」も参考にしてください。）










	いる
いない
	●(障発0331第８号)児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について

★生活管理指導表等
★食物アレルギー対応マニュアル等


· 給食業務の管理について　〈障害児入所施設、児童発達支援センター〉
	項目
	点検のポイント
	点検
	根拠法令等(●)
確認資料等(★)

	５
災害等への対策
	（１）災害等の発生に備えて、平常時から食料、水等を備蓄していますか。· 備蓄食品は、賞味期限や使用期限等を確認し、定期的に入れ替えることが必要です。
· 水は、調理、飲料共に必要となるため、調理に必要となる量を考慮して備蓄しておくことが必要です。
· 食物アレルギーをもつこどもや食形態に配慮が必要なこどもにも対応できるよう備蓄しておくことも重要です。
· ライフラインが寸断された場合の対応方法も検討しておきましょう。定期的な訓練や研修も重要です。
備蓄食品・水【　有（　　日分）　・　無　】

	いる
いない
	●(障発0331第８号)児童福祉施設における食事の提供に関する援助及び指導について



